
   東大和市街づくり条例の一部を改正する条例 

 東大和市街づくり条例（平成２２年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号ア中「第１０条の３」を「第１０条の４」に改め、同条第２号イ（ア）

を次のように改める。 

  （ア）敷地の面積が５００平方メートル以上の建築物（敷地の所有者が当該敷地

を含む一団の土地を所有する場合は、当該一団の土地の面積が５００平方メ

ートル以上であるときにおける建築物） 

 第２条第２号ウを次のように改める。 

  ウ 自動車駐車場（車路、通路その他の自動車駐車場の用に供する施設を含む。）

で、その土地の面積が５００平方メートル以上のものの設置 

 第２条第４号ア中「（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２条第４項の規定

により市が定める基本構想をいう。）」を削る。 

 第１１条第３項及び第２０条第２項中「第１０条の３」を「第１０条の４」に改め

る。 

 第２８条中「ついて」の次に「、法第２９条の規定による開発行為の許可、建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による

確認その他の」を加える。 

 第３３条第２号を次のように改める。 

（２）敷地の面積が５，０００平方メートル以上の建築物の建築 

第３３条に次の２号を加える。 

（３）延べ床面積が１万平方メートル以上の建築物の建築 

（４）戸数が１００以上の集合住宅の建築 

 第３４条第１項第２号中「２週間」を「３週間」に改める。 

 第３９条第１項中第１２号を第１３号とし、第２号から第１１号までを１号ずつ繰

り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）第２５条第１項の規定による届出をしないとき。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３３条及び第３９条第１項の改正

規定は、平成２７年４月１日から施行する。 


